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 １ 

大阪市旭区役所自動証明写真機設置事業者募集要項 

 

大阪市旭区役所が行う自動証明写真機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集に

参加される方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。 

 

１ 公募物件 

 

物件 

番号 
所在地（住居表示） 設置場所 台数 

最低使用料 

（月額・税抜き） 

①  旭区大宮１丁目１番 17号 旭区役所１階 １台 51,000円 

※ 最低使用料には、消費税及び地方消費税相当額（以下「消費税等」という。）を含み 

ません。使用許可の際は消費税等が加算されます。 

 

２ 応募資格要件 

 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができます。 

 

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 

 

(2) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、当該許認可等を受けてい

ること。 

 

(3)  自動証明写真機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、３年以

上の実績を有している者であること。 

 

(4) 国税及び大阪市税の未納がないこと。 

 

(5) 大阪市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する

暴力団密接関係者に該当すると認められる者ではないもの。 

 

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属するものでないこと。  

 

(7) 本市が実施した設置事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な

理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから２年を経

過しない者でないこと。 
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※大阪市暴力団排除条例第２条  

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以

下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2)暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3)暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定

める者をいう。 

※大阪市暴力団排除条例施行規則第３条 

 条例第２条第３号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 

(1)自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団

員を利用した者 

(2)暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は

暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与（次号において「利益の供与

」という。）をした者 

(3)前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴

力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者 

(4)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(5)事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限

る。）のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの 

ア 事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも

のと認められる者を含む。） 

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括

する者 

 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を

有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重

大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業

所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの 

 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 

(6)前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工

事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者 
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３ 自動証明写真機の設置条件等 

 

(1) 自動証明写真機の形状及び機能等 

①  自動証明写真機の大きさについては、「幅1600ｍｍ、奥行き900ｍｍ、高さ2300ｍｍ」 

を上限とする。               

② 証明写真サイズ 

自動証明写真機については、以下の用途に対応し得る写真サイズ機能を備えているも

のとする。 

・ 30ｍｍ×24ｍｍ 運転免許証更新用 

・ 40ｍｍ×30ｍｍ 履歴書証明用 

・ 45ｍｍ×35ｍｍ パスポート申請用、マイナンバー（個人番号）カード申請用 

③ 対応言語 

 自動証明写真機については、外国籍住民も利用できるよう英語・中国語・韓国語に

対応できるものであること。 

④ 緊急連絡先 

故障等発生した場合の緊急連絡先を自動証明写真機の全面の分かりやすい位置に大

きく掲示しておくとともに、その場合の対応については速やかに設置事業者が行うこ

と。 

⑤ 椅子及び撮影位置の調整機能 

自動証明写真機には椅子が設置されていること。 

なお、撮影位置の調整機能として、昇降機能のある椅子とするか、自動証明写真機

の画面操作等による撮影位置（高さ）の調整機能を有していること（椅子に昇降機

能がない場合は、高齢者等の利用を踏まえ必要に応じて簡易な踏み台等の提供を求

める場合がある）。 

 

(2) 使用料等 

①  設置事業者の施設使用形態 

設置事業者は、自動証明写真機設置場所として使用する部分について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第238条の４第７項の規定に基づき、行政財産使用許可（以

下「使用許可」という。）を受けて使用します。 

②  使用許可の期間 

使用許可の期間は令和８年４月１日から令和９年３月 31日とします。ただし、当

初許可の日から５年を超えない範囲で更新することができます。更新しない場合は、

許可期間終了の３か月前までに書面にて意思表示をしてください。更新する場合に

は、許可期間終了の 30日前までに継続申請を書面で行っていただきます。（※本市

の施設利用上の理由等により、必ずしも更新ができるものではありません。） 

③  使用料 

本市が設定する最低使用料以上で価格提案のあった最高の価格をもって使用料と

します。 
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なお、設置事業者に決定し使用許可する際には、価格提案のあった使用料に消費

税等を加算します。 

④  保証金 

設置事業者に決定し使用許可する際には、価格提案のあった使用料に消費税等を

加算した額の３月分を保証金として納付していただきます。ただし、許可期間分の

使用料を一括前納したときは保証金を免除します。 

  ⑤ その他必要経費等 

自動証明写真機の設置、交換及び撤去に要する工事費、電気設備工事費、及び設

置後の光熱水費等の一切の費用は設置事業者の負担とします。なお、設置する自動

証明写真機に使用電力計測用の電気子メーターを設置して下さい。 

   

(3) 使用上の制限 

① 使用許可の条件を遵守し、行政財産目的外使用料等を確実に納付すること。 

②  2－（2）にかかる許認可等は使用許可期間中、継続的に効力を有すること。 

③ 自動証明写真機を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。 

④  販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、大阪市側の指示に従うこ

と。 

 

 (4) 維持管理責任 

①  装置の保守点検、金銭管理など自動証明写真機の維持管理については、設置事業

者が行うこと。 

② 自動証明写真機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全

設置」すること。なお、「安全設置」するために必要な措置にかかる費用は設置事

業者負担とする。 

 

 

４ 応募申込手続 

 

(1) 申込受付期間 

令和８年３月２日（月）～令和８年３月 16日（月） 

午前９時～午後５時 30分（午後０時 15分～午後１時を除く） 

なお、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

 

(2) 申込受付場所 

大阪市旭区大宮１丁目１番17号（旭区役所３階32番窓口） 

大阪市旭区役所総務課 

TEL 06-6957-9625  

 

(3) 申込みに必要な書類 
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① 応募申込書（本市所定様式） 

 

② 誓約書（本市所定様式 Ａ４サイズ両面） 

※ ホームページから表面と裏面を別々にダウンロードした場合は、必ず実印の割印

を押してください。 

③ ＜個人＞印鑑登録証明書 

  ＜法人＞印鑑証明書 

④ ＜個人＞住民票の写し 

＜法人＞法人の登記事項証明書又は登記簿謄本（登記事項証明書の場合は、「現在

事項証明書」「履歴事項証明書」のいずれかの全部事項証明書） 

※ ③④については、発行後３か月以内のものに限ります。 

⑤ 国税及び大阪市税（個人又は法人等の市民税、固定資産税・都市計画税（土地・建

物））の未納の税額がないことの証明書の写し 

国税は納税証明書（その３又はその３の３）に限ります。 

⑥ 事業概要 

<法人> （ｱ）会社概要 

（ｲ）直近の貸借対照表、損益計算書 

<個人> （ｱ）創業日、事業内容、実績等がわかるもの 

（ｲ）令和元年分の所得税確定申告書の写し 

⑦ ２－(2)にかかる許認可等を受けていることを証する書類 

 

(4) 申込みの手続き 

受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に直接持参してください。（送付、電

話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。） 

 

(5) その他 

本募集要項に関する質問については別紙様式の質疑書を電子メールにより提出して

ください。質疑書以外での質問は受け付けません。質問の要旨及び回答を大阪市ホー

ムページに掲載します。 

質問受付期間  令和８年３月２日（月）～令和８年３月９日(月) 午後５時30分必着 

※件名は「大阪市旭区役所自動証明写真機設置に関する質問」としてください。 

電子メール送信先 tp0001@city.osaka.lg.jp （大阪市旭区役所総務課） 

質問回答予定  令和８年３月11日(水) 

 

 

mailto:tp0001@city.osaka.lg.jp
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５ 価格提案書の提出及び審査 

 

(1) 価格提案書の提出及び審査の日時 

価格提案書提出の日時  令和８年３月 19日（木） 

午前９時 30分から午前 10時までに価格提案書を入札室で提出していただき、午前 

10時から価格提案審査を行います。 

 

(2) 価格提案書の提出及び審査の場所 

 大阪市旭区大宮１丁目１番17号 

大阪市旭区役所１階第７会議室 

 

(3) 提出書類等（当日持参するもの） 

① 価格提案書 

② 委任状（代理人により応募しようとする場合） 

③ 実印（代理人により応募しようとする場合は委任状に押印した印鑑） 

 

(4) 価格提案書の投函方法 

① 応募資格者は、価格提案書に必要な事項を記入し、記名押印の上、入札箱に投函し

てください。 

② 応募は、代理人に行わせることができます。この場合には、委任状を価格提案書と

一緒に入札箱に投函してください。 

 

(5) 応募価格の表示 

応募価格は、１台当たりの月額使用料（税抜き）を表示してください。 

   

（6） 価格提案書の書換え等の禁止 

応募資格者は、入札箱に投函した価格提案書の書換え、引換え又は撤回をすることは

できません。 

 

(7)  価格提案審査 

① 価格提案審査は、価格提案書の投函締切り後直ちに応募資格者立会いのもとで行い

ます。 

② 応募資格者が価格提案審査に立ち会わないときは、当該価格審査事務に関係のない

本市職員を立ち会わせます。 

③ 価格提案審査に立ち会わなかった場合は、審査の結果について異議を申し立てるこ

とはできません。 

なお、価格提案書審査の当日出席しなかった者又は価格提案書提出期限に遅刻した

者は、棄権とみなします。 

(8) 価格提案書の無効 

次のいずれかに該当するものは、無効とします。 
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① 最低使用料を下回る価格によるもの。 

② 応募参加資格がない者が価格提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けな

い代理人が価格提案したもの。 

③ 指定の日時までに提出しなかったもの。 

④ 応募資格者の記名押印がないもの。 

⑤ 本市が交付した価格提案書を用いないでしたもの。 

⑥ 同一物件について応募資格者又はその代理人が２以上の価格提案をしたときは、そ

の全部のもの。 

⑦ 同一物件について応募資格者及びその代理人がそれぞれ価格提案したときは、その

双方のもの。 

⑧ 同一物件について他の応募資格者の代理人を兼ね又は２人以上の代理人として価

格提案したときはその全部のもの。 

⑨ 応募価格又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。 

⑩ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等によるもの。 

⑪ 価格提案審査に関し不正な行為を行った者がしたもの。 

⑫ その他価格提案に関する条件に違反したもの。 

 

(9) 設置予定事業者の決定 

設置予定事業者の決定は、本市が設定する最低使用料以上で最高の価格をもって有

効な価格提案を行った者とします。 

なお、設置予定事業者には価格提案審査終了後、引き続き使用許可手続の説明を行い

ます。 

 

(10) くじによる設置予定事業者の決定 

最高となるべき同価の価格提案書の投函をした者が２人以上あるときは、直ちにくじ

により設置予定事業者を決定します。 

当該応募資格者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者（価格審 

査事務に関係のない職員）が応募資格者にかわってくじを引き、設置予定事業者を決 

定します。 

 

 (11) 審査結果の公表 

設置予定事業者を決定したときは、設置予定事業者及び金額を、設置予定事業者を

決定しないときは、その旨を価格提案審査に立ち会った応募申込者に公表します。 

決定後は、設置予定事業者名及び決定金額をホームページに掲載します。 

 

(12) 価格提案審査の中止 

不正な価格提案が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない

理由があるときは、価格提案審査を中止又は価格提案審査期日を延期することがあり

ます。 



 

 ８ 

６ 使用許可申請の手続き 

使用許可の手続きは、令和８年３月 31日（火）までに行います。 

  なお、使用許可は応募申込書に記載された名義で行います。 

 

 

７ 設置予定事業者の決定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、設置予定事業者としての決定を取り消します。 

① 正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかった場合。 

② 設置予定事業者が応募者の資格を失った場合。 

③ その他設置予定事業者が本件使用許可の相手方として不適当と認められる場合。 

 

 

８ その他 

  使用許可の申請手続きに関する一切の費用については、設置予定事業者の負担となりま 

す。 

 

 

募集に関する問い合わせ先：大阪市旭区役所総務課 

大阪市旭区大宮１丁目１番 17号（旭区役所３階） 

電話 06-6957-9625 
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資料 自動証明写真機設置場所  (物件番号①) 
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事業の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集要項の配布（令和８年３月２日） 

応募申込書の受付開始（令和８年３月２日） 

質疑書の回答期限（令和８年３月 11日） 

 

 

 

質疑書の提出期限（令和８年３月９日） 

価格提案審査・設置予定事業者の決定 

（令和８年３月 19日） 

使用許可の開始（令和８年４月１日） 

使用許可書の交付（令和８年３月 31日） 

使用許可申請の手続き 

 

応募申込書の提出期限（令和８年３月 16日） 



 

 １１ 

 

 

令和  年  月  日 

応募申込書 

大阪市長 横山 英幸 様 

 

 募集要項の各条項を承知の上、大阪市旭区役所自動証明写真機設置事業者応募について、

次に掲げる事項を誓約した上で、次のとおり申し込みます。 

 

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。 

(2) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、当該許認可等を受けている

こと。 

(3)  自動証明写真機の設置業務（自らが管理・運営するものに限る。）について、３年以上

の実績を有している者であること。 

(4) 国税及び大阪市税の未納がないこと。 

(5) 大阪市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴

力団密接関係者に該当すると認められる者ではないもの。 

(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそ

れのある団体に属するものでないこと。  

(7) 本市が実施した設置事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理

由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから２年を経過し

ない者でないこと。 

(8) 募集要項の各条項を十分承知の上で応募すること。 

なお、決定金額及び設置予定事業者の法人・個人の区分を公表することに同意します。 

 

１ 申込者  住     所 

（所  在  地） 

       電 話 番 号 

   氏  名  印  

（名称及び代表者氏名） 

 

２ 応募物件 

  設置を希望する場所の申込み欄に○を記入してください。 

物件番号 設置場所 申込み 

①  旭区役所１階  

 

実印 

受付番号 

（応募申込書（表）） 
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３ 添付書類 

① 応募申込書（本市所定様式） 

② 誓約書（本市所定様式） 

③ <法人>印鑑証明書 

<個人>印鑑登録証明書 

④ <法人>法人の登記事項証明書又は登記簿謄本（登記事項証明書の場合は、「現在事

項証明書」「履歴事項証明書」のいずれかの全部事項証明書）  

<個人>住民票の写し 

※  ③④については発行後３か月以内のものに限ります。 

⑤ 国税及び大阪市税（個人又は法人等の市民税、固定資産税・都市計画税（土地・建

物））の未納の税額がないことの証明書の写し 

国税は納税証明書（その３又はその３の３）に限ります。 

⑥ 事業概要  

<法人>（ｱ）会社概要 

（ｲ）直近の貸借対照表、損益計算書 

<個人>（ｱ）創業日、事業内容、実績等がわかるもの 

（ｲ）令和元年分の所得税確定申告書の写し 

⑦ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合、許認可等を受けているこ

とを証する書類 

 

 

（応募申込書（裏）） 



 

 １３ 

 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長 横山 英幸  様 

 

 

 

               

住 所 

 

 

 

誓  約  書 

 

私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、行政財産の使用から、暴力団を利することと

ならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を使用許可から排除していることを承知したう

えで、次に掲げる事項を誓約します。  

 

１ 私は、次の行政財産の使用に際して、暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各

号に掲げる者のいずれにも該当しません。 

 

（使用財産の表示）：大阪市旭区役所 

 

 

２ 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、

大阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 

 

４ 私が本誓約書１に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大

阪市の調査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排

除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 

 

※相手方が、国、地方自治体、電気事業者、ガス事業者その他の公益事業者等、相手方が暴力団

でないことが明らかな場合は提出を求めないことができるものとする。 

住所又は事務所所在地 

フ リ ガ ナ  

商 号 又 は 名 称  

フ リ ガ ナ 

氏名又は代表者名              実 印 

生 年 月 日     年  月  日生 

 

（誓約書様式（表）） 



 

 １４ 

 

○大阪市暴力団排除条例施行規則（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（暴力団密接関係者） 

第３条 条例第２条第３号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その 

他の財産上の利益又は役務の供与（次号において「利益の供与」という。）をした者 

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することと 

なる相当の対償のない利益の供与をした者 

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(5) 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。）のうちに暴力団員又は 

前各号までのいずれかに該当する者のあるもの 

ア 事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかな 

る名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 

と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。） 

イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所 

その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者 

  ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 

それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を 

する権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 

  エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者 

(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材 

又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者 

 

（誓約書様式（裏）） 
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質  疑  書 

令和    年   月   日 
 

大阪市長  横山 英幸 様 

住  所 

（所在地） 

氏  名 

（名称及び代表者氏名） 

 

（事務担当者） 

所属部署 

氏  名 

電  話 

Ｆ ａ ｘ 

 

  

回答内容 

 

（記入例；募集要項 P  番号  の○○○○について） 

質疑内容 

 



 

 １６ 

 

価 格 提 案 書 

 

令和  年   月   日 
 

大阪市長  横山 英幸 様 

 

 

大阪市旭区役所自動証明写真機設置事業者募集において、下記の金額で当該地設置事業者

として使用許可を希望します。 

 

 

住  所 

    （所在地） 

 

                     氏  名             印 

    （名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 応募価格は、本市が設定する最低使用料以上の金額を記入すること。 

□ 応募価格は１台当たりの月額使用料（税抜き）とします。 

□ 金額の前枠に、「￥」、「金」又は押印による「留印」をつけて下さい。 

 

  

物件番号 

（必ず記載してください）  
応 募 価 格 

       
円 

応募者本人が押印する場合は実印を、代理人が押

印する場合は委任状に押印している代理人の印鑑

を押印してください。 

代理人に委任する場合は、 

委任者の所在地、氏名を記載し、 

その下に「上記代理人 ○○○○」 

（○○○○には受任者（代理人）の氏名） 

を記載してください。 

 

金額の前枠に、「￥」、「金」又は押印による「留印」をつけて下さい。 
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令和  年  月  日 

 

 

委 任 状 
 

 

大阪市長 横山 英幸 様 

 

 

 

（ 委 任 者 ） 

 住      所 

（ 所 在 地 ） 

 

氏   名     印 

（名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

下記の者を代理人と定め、貴市における自動証明写真機設置事業者募集要項に付帯する一

切の権限を委任します。 

 

 

 

（ 受 任 者 ） 

 住      所 

（ 所 在 地 ） 

 

氏      名                         

（名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

実印 

印 
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行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  横山 英幸 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

次のとおり、貴市の行政財産を使用したいので許可いただきますよう、裏面の事項について誓約のう

え申請します。 

 

記 

 

1 名  称  大阪市旭区役所 

 

2 所 在 地  大阪市旭区大宮１丁目 35 番１ 

（住居表示：大阪市旭区大宮１丁目１番 17 号） 

 

3 使用面積又は数量  １台 

 

4 使用期間  令和  年  月  日から令和  年  月  日 

 

5 使用目的  来庁市民サービスのため、自動証明写真機を設置する。 

 

 

 

6 添付資料 

① 位置図 ②使用計画図  ③印鑑登録証明 ④資格証明（法人）⑤定款・寄付行為（法人） 

⑥住民票（個人）  ⑦その他市長が必要と認める資料 

※なお、更新分については、一部不要とする場合もある。 

申 請 者 

住所又は事務所所在地 

商 号 又 は 名 称
フ リ ガ ナ

 

氏名又は代表者名
フ リ ガ ナ

              実印 

生 年 月 日     年  月  日生 



 

 １９ 

 

 
 

誓約事項 

 

大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、行政財産の使用から、暴力団を利することとならないように、

暴力団員及び暴力団密接関係者を使用許可から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓

約します。  

 

１ 私は、行政財産の使用に際して、暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者

のいずれにも該当しません。 

 

２ 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市か

ら役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。 

 

４ 私が本誓約書１に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調

査により判明した場合は、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に

基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。 
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大阪市行政財産使用許可書 

 

令和  年  月  日 

 

使用者 住所 

氏名         様 

 

 

大阪市長  横 山 英 幸 

（旭区役所 総務課） 

 

 

令和  年  月  日付けをもって申請のあった本市旭区役所管理の行政財産を使用す

ることについては、地方自治法第 238条の４第７項の規定に基づき、行政財産の用途・目的

を妨げない範囲内で次の条項により許可する。 

 

記 

 

（使用物件） 

第１条 使用を許可する物件は、次のとおりとする。 

所  在  大阪市旭区大宮１丁目 35番１ 

（住居表示：大阪市旭区大宮１丁目１番 17 号） 

名  称  大阪市旭区役所 

数  量  １台 

使用部分  １階市民ロビー  

（用  途） 

第２条 使用者は、前記の物件を自動証明写真機の設置の用に供するものとするとし、自動

証明写真機による商品販売について自らの責任と負担により、次の各号を遵守し、商品の

搬入その他で本市の業務に支障を与えないようにしなければならない。 

(1)  装置の保守点検、金銭管理など自動証明写真機の維持管理については、設置事業者

が行うこと。 

(2)  自動証明写真機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで「安全設

置」すること。  

（使用期間） 

第３条 使用期間は、令和  年  月  日から令和  年  月  日までとする。 

２ 使用者は、前項に掲げる使用期間満了から１年以内の期間で更新することができる。た

だし、更新後の使用期間満了日は、当初許可の日から５年を超えることはできない。 

３ 使用期間満了後、引き続き使用の許可を受けない場合には、期間満了日の３か月前まで

に、書面にて更新しない旨の意思表示を行うこと。 



 

 ２１ 

４ 使用期間満了後、引き続き使用の許可を受けようとするときは、期間満了前 30 日まで

に、書面にて申請しなければならない。 

（使用料） 

第４条 使用料は、総額     円（消費税及び地方消費税を含む。）とし、別途発する納

入通知書により納期限までに納入しなければならない。 

２ 既納の使用料は、第 10条第１項第１号の場合を除き、還付しない。 

（保証金） 

第５条 使用者は、保証金として使用料の３ヶ月分を別途大阪市の発する納入通知書により、

納入期日までに本市に納入しなければならない。ただし、３ヶ月以内の使用許可の期間を

定めたとき又は使用料を前納したときその他市長が必要と認めるときは、その全部又は一

部を免除する。 

２ 保証金は、使用料等の納入を遅延した場合においてこれに充当するほか、本市使用許可

に伴う一切の損害賠償に充当する。 

３ 前項の充当により保証金に不足が生じたとき又は充当によってもなお不足額があるとき

は追納しなければならない。 

４ 保証金は、第 11条の規定による原状回復をしたときに、これを還付する。 

（延滞金） 

第６条 納期限までに使用料を納入しない場合において、督促状の指定期限までに納入しな

いときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例に基づき計算した延滞金を納入し

なければならない。 

（経費の負担） 

第７条 使用者は、使用物件の維持保存のため通常必要とする経費のほか、電気、ガス、水

道及び電話等の料金を旭区長の指定する期日までに納入しなければならない。 

（使用上の制限） 

第８条 使用者は、使用物件を善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければならない。 

２ 使用者は、使用物件を第 2条に指定する用途以外に供してはならない。 

３ 使用者は、使用物件について修繕、模様替えその他原形を変更しようとする行為をしよ

うとするとき又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって承認を受けな

ければならない。 

（第三者の使用の禁止） 

第９条 使用者は、使用物件を他の者に使用させ、又は担保に供してはならない。 

（使用許可の取り消し又は変更） 

第 10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取り消し又は変更をすることが

ある。 

(1) 本市において使用物件を公用又は公共用のために必要とする場合 

(2) 使用者がこの使用許可書の各条項に違反したとき 

(3) 不正の手段によってこの許可を受けたとき 

２ 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消す。 

(1) 使用者が大阪市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に



 

 ２２ 

規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき 

(2) 大阪市暴力団排除条例第２条１号に規定する暴力団の利益になると認められる又は

そのおそれがあると認められるとき 

３ 前２項の場合において、使用者は当該取り消し又は変更によって生じた損失を本市に請

求することができない。 

（原状回復） 

第 11 条 使用許可を取り消したとき又は使用期間が満了して引き続き使用を許可しないと

きは、使用者は、自己の費用で、市長の指定する期日までに使用物件を原状に回復して返

還しなければならない。ただし、市長が特に承認したときは、この限りでない。 

２ 使用者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを行って、

その費用を使用者の負担とすることができる。この場合、使用者は異議を申立てることが

できない。 

（損害賠償） 

第 12条 使用者は、その責任に帰すべき事由により、使用物件の全部又は一部を滅失又はき

損したときは、当該滅失又はき損による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償とし

て支払わなければならない。ただし、使用物件を原状に復した場合は、この限りでない。 

２ 前項に定める場合のほか、使用者は、本許可書に定める義務を履行しないため本市に損

害を与えたときは、損害額に相当する金額を損害賠償額として支払わなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 13条 使用者は、使用物件に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の必要費及びその

他の費用を請求することができない。 

（実地調査等） 

第 14条 市長は、使用物件について随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、その維持使

用に関し指示することができる。 

（疑義の決定） 

第 15条 本許可の各条項に関し疑義があるときその他物件の使用について疑義を生じたと 

きは、すべて市長の決定するところによる。 

 

 （不服申立ての教示） 

１ この許可について不服がある場合は、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３

箇月以内に、大阪市長に対して審査請求をすることができる。 

２ この許可については、上記１の審査請求のほか、この許可があったことを知った日の翌日から

起算して６箇月以内に、大阪市を被告として（訴訟において大阪市を代表する者は大阪市長とな

る。）、処分の取消しの訴えを提起することができる。 

なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対

する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこ

の許可（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して

１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合がある。 


